
Ministry of Health, Labour and Welfare  

■ 「牛乳」の範囲及び「乳児用食品」「牛乳」の基準値について 

 

●「乳児用食品」及び「牛乳」については、子どもへの配慮の観点で設ける食品区分であるため 
  万が一、流通する食品の全てが汚染されていたとしても影響のない値を基準値とする。 
 
 → 新たな基準値における一般食品の100Bq/kgの半分である50Bq/kgを基準値とする。 

資料２－４ 

＜「牛乳」の区分に含める食品＞ 

牛乳 低脂肪乳 加工乳 乳飲料 

■「牛乳」の区分に含める食品 ■「牛乳」の区分に含めない食品 

「牛乳」に含める食品は、乳及び乳飲料とする。 
 乳飲料は、乳等を主原料とした飲料であり、消費者から牛乳や加工乳と同類の商品 
 と認識されているものを含むため。 

乳酸菌飲料 発酵乳 

乳等省令における「乳」 乳等省令における「乳製品」 
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